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医療経済実態調査（医療機関等調査）に係る主な論点（案）  
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1 医療経済実態調査の目的と意義について  

・決算データ（年間）の把握  
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2 医療経済実態調査の調査方法について  

・定点調査  

・調査施設数（抽出率）  

3 その他（集計方法、調査項目 等）  



2007年10月31日 申医協総会提出資料から抜粋  

1．「TKC医業経営指標」と「医療経済実態調査」  
「TKC医業経営指標」★1は、日本医師会がTKC全国会から資料提供を受け、分析を  

行っているものである。中医協の医療経済実態調査と比較すると、定点調査で客体数  

も多く、決算データを対象としていることから信頼性が高い。  

TKCl医業キ経営備標   中医胞医療経済変態調査   

平成18年4月～平成19年3月期決簸   平成19年6月実施   

介護保険事業に係る収入のない医療機関   
客体数が多い  

診療所1，024、病院516  
診療所萱1垂1乙病院蚕担  

介護保険事業に係る収入のある医療梯関   
（国公立は含まれていない。）  

診療所131、病院445  

点観測  
非定点が基本  

経年変化の把捉に適している。  
参考として定点観測のデータも公表されているが、  
客体数が少ない（一般病院70施設）く，  

王算データ  
・6月単月のアンケート調査  

6月に発生しない費用は推計で回答するしかなく費  
年間を通じたデータであり、信頼性が高い。    用が小さく出やすい。逆に利益が大きく出やすい。   

1年前との比較（毎年調査）   2年前との比較（隔年調査）   

500名トウづ’による編乱第三者による信振性の高いト 

1   

2．「医療経済実態調査」の問題点  

（1）定点調査ではないことの弊害  

調査年によって病床数、従事者数の平均が異なる。規模の違いは医業収入の増   

減に影響する。   

たとえば、一般診療所の個人t有床、その他・無床では、1施設当たり医業収入   

が前回比プラスになっているが、今回の調査対象施設は前回に比べて規模が大  
きし 

比マイナスに逆転する。  

一般診療所（医業収入17頁、従事者数78～79頁）  金額単位：千円  

無床   5．9   5．7  5，953  6．211  4＿3％  1．009  1，09d  三l－・  
全休   6．5   6．3  6，566  6．709  2．2％  1．010  1．085  5．4％  

！ 

． 

全雇  10．9   10＿7  †2．32丁  11，g77  －2．8％  1，1jl  1，119  －1．0％  
従事者数は、速報の「機能別集計」の頁に記載されているものセあり、介護保険収入ありかなしか明確でない。   

個人以外のすべて  
主として医療法人  

※以下、特に断りのない限り、集計表1（介護保険事業に係る収入のない医療磯節等の集計）のデータを用いる。  

2   社団法人 日本医師会  



定点調査も行っているが、一般病院で70施設と少ない。その上、定点と非定点  

では、結果も異なる。  
たとえば、一般病院（医療法人）の医業収支差は非定点では増益（＋71．5％）  

であるが、定点では減益（▲5．7％）と逆転する。  

一般病院1施設当たり医業収支差（非定点10～12頁、定点118～120頁）  金額単位：千円  

非定点  定点  

H17．6  H19．6  伸び率  施設数  H17．6  ＿H19．6  伸び率  

法人・  署  消墨澤増派●．議  ≡欝溝抑くモー■    と一；仁ノ1！勅旨i祥舌‘郡ニた追  T㌘キミ：富・∴トさ漁1：壁普史烏有・¶  J．「一‘ト■つ・｝■ごっ  
その他   2，547   1，552  －39．1％   4  1†，217  12，936  15．3％  

公立   －41，665  －71．662  12  －49，881  一了8，667  

公的   5742  －23．209  2  －6，469  －13，293  

社会保険関係法人   21662  ー臥416  0  

その他   －7月12  －5，555  5  －25．051  －24，67了  

法人その他全体   －7032  －13，996  64  －9．965  －9，965  

個人  畠294   4265  －19．4％   6  10，931  8，132  －25．6％  

一般病院全体  －6，171  －13，ほ8  －  70  ー軋175  －13．463  

＊前臥今回のどちらかが赤字の時には伸び率を計算しない  

社団法人 日本医師会  

（2）結果の示し方の問題点  

個人と法人を合わせた「全体」の費用や収支差籠も掲載されている。し  

かし、個人の費用には院長報酬は含まれておらず、個人と法人の収支差  

はまったく意味が違う。  

一般診療所1施設当たりの収支（16～18頁）  金額単位二千円  

個人  その他（主として医按法人）  全体  

H17．6  H19．6  伸び率  H17．6  H19．6  伸び率  H17．6    Hl乱6  伸び率   
医業収入  6，566  6．709  2．2％  12．327  11，977  －2．8％  8．887    8．978  1．0％  
保険診療収入   5，995  6，252  4．3％  10．923  10．879  －0．4％  7．980    8，245  3．3％  
公害等診療収入   81   33  －59．3，i  152  123  －19，1％  109  72  －33．9％  

その他の診療収入   363  298  －2〔l．1％  908  738  －18．7％  582    483  －17．0％  

その他の医業収入   127  134  5．5％  345  238  －31．0％  215    178  －17．2％   

医業費用  4，280  4，373  2．2％  10．782  10，935  1．4％    8醇   ：．7：198＝  ∴ん；痛  
給与費   1，615  1，775  9．9％  5．687  6．057  6，5％   

医薬品費   1．255  1．297  3．3‰  1，781  1′916  7．6％  

材料費   141   125  －11．3％  382  356  －6．8％  

委託費   3   

減価償却費   238  274  15．1％  348  512  4了．1％  

その他の医業費用   803  63．8  －20．5％  2．041  1，564  －23．4％  
収支差額  2，287  2，337  1．544  1．042．    ・・プニ竃…    蕗嘉   

4   社団法人 日本医師会  



（3）特殊なケースの処理について   

今回調査においては、有床診療所（個人）にかなり特殊なケースがあり、．有床診療  

所（個人）全体を底上げしている。外れ値を除外するなどの処理が必要である。  

有床診療所（個人）1施設当たりの収支の状況（48”49頁）  金額：千円  

施設数  医業収入  医業費用  
収支差範  

金韓  対医業収入（収支差率）  

Hl了．6  H19。6  Hり＿6  H19．6  ・伸び率  H17．6  H19．6  伸び率  H17．6  H19＿6  H17．6  H19．8   
内科   25  18  10，485■  9．213  ー】2．1％  8．051  6，755  －16．】％  乙434  2，458  23＿2％  26．7ワも   
小児奉   2   

聴紳科  
■  3，016  3，593  19．1％  2．386  1．223  －48．7％  630  2，370  20．9％  66．0％  
阿  ヰ駁5％  

外科   7  10  4－662  16，769  259．7％  3．427  13，629  297．7％  1．236  3140  26▼5％  1臥7％   

整形外科   4   口  13．190  4，559  －65．4％  10，099  3．550  －64月％  3．091  1．008  23＿4％  22．1％   
産婦人科   2了  17  8，508  8，230  －3．3％  7，104  5．253  －26．1％  1．ヰ04  2．9了7  16，5％  36．2％   

眼科   12  5  13．055  16．856  29．1％  9，2了2  10，了08  15．5％  3．了83  6．148  29．0％  36，5％   

耳鼻咽喉科  3  1（】，9Z5  6，46了  4．458  40．8％  

皮膚科   口   口  3．125  了，224  131．2％  2，446  5．526  125．9％  6了9  1．698  21．7％  23．5％   

その他   2！ 3   53．111  6－848  －87＿1％  44，847  ヰ．93ユ  －89．0％  8．264  1．914  15．6％  2モ；．0％   

全体  83  5了llO，627    11．309  6，4％  8．253  7，949  －3，了％  2．3了4  3．360  22．3％l 29，7％   

（4）6月単月の調査である問題点   

6月に発生しない費用については年間発生額を推計して記入する。しかし、特に  
小規模の診療所などでは推計して記入することが困難であり、費用が小さく出や  
すく、逆に、収支差額が大きく出やすい。  

社団法人 日本医師会  

3．医療経営を把握するための調査の改善案   

改善案1  

「医療経済実態調査」を決算ベースで把握する。  

法人の場合は、「医療経済実態調査」を、決算書から転記するものにする。損  
益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書が正確に把握できる。．  

決算期は1月～12月とまちまちであるが、当該年度に決算期を迎えたものは、  

全体を平均して当該年度め傾向とみなす。  

個人の場合も、できるだけ確定申告書に添付される決算書の内容を転記でき  
るものにする。  

医療機関の属性や職員数などは、別途フェイスシートに記入する。   

改善案2  
「医療経済実態調査」、「TKC医業経営指標」等を、同じ土俵で議論する。  

国立病院機構については、財務諸表の作成が義務付けられているので、これ  

を用い、医療機関の属性や職員数などは、別途フェイスシートに記入する。  

都道府県・市町村立病院については、総務省が「地方公営企業年鑑」のために  

集計する財務諸表、経営指標を用いる。  
その他、公的団体等にも協力を求める。  

改善案3   

一 定点調査を基本とする。少なくとも定点調査のデータをベースに議論する。  

社団法人 日本医師会  6   
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2 0．11．19  
医療経済実態調査について  

医療鮭済実態調査（医療機関等調査）関係資料  

1 調査目的等  

○ 医療経済実態調査は、「医療機関等調査」及び「保険者調査」から構   

成されている。  ○ 医療権済実態調査について ＝‥－…－…一一…一－－…一一‾……‾‖‾‾……‾  1  

○ 医療機関等調査は、病院、一般診療所及び歯科診療所並びに保険薬局  

l；おける医業経営等の実態を明らかにし、社会保険診療報酬に関する基   

礎資料を整備することを目的とする。  

○ また、保険者調査は、医療保険の保険者の財政状況の実態を把握し、   

社会保険診療報酬に関する基礎資料を整備することを目的とする。  

○ 医療経済実態調査のスケジュール（前回の実績）一－－……■‾……… 3  

○ 第16回医療経済実態調査（医療機関等調査）要綱一一……‾‾－‖‾…‾ 4  

○ 第16回医療経済実態調査（医療機関等調査）の調査内容等－…－‾… 8  

○ 本調査は、昭和42年から実施されておりし、昭和63年の中央社会保   

険医療協議会全員懇談会の申し合わせにより、2年に1度実施すること   

となっており、前回の調査で16回目となる。  

○ 最近の医療経済実態調査（医療機関等調査）について（概要）＝…‾・ 13  

○医療経済実態調査（医療機関等調査）の変遷 －－一＝…一…‾‾‾…‾‾…‾‾ 14  

2 統計報告調整法上の位置づけ   

医療経済実態調査は、統計法に規定する⊥般統計調査に該当し、調査の  

実施に当たっては、あらかじめ総務大臣の承認を得る必要がある。   



医療経済実態調査（医療機関等調査）スケジュール（前回の実績）  

医諌珪清美態調査の実施について（申し合わせ）  

年   月   事  項  備 考   

平成18年  11月  調査実施小委（調査実施に向けた検討開始）    18．11．22  

平成19年  1月  調査実施小委（調査内容の検討）  19．1．17  

2月  調査実施小委（調査内容の決定）  19．2．28  

3月  中医協総会 （調査内容の7承）  19．3．7  

総務省協言義  

4月  総務省承認  

5月  調査票発送  

6月  調査月  

7月  回答期限（月末）  

8月  

ロ  調査票の不備補正、照会、集計、分析  

10月  調査実施小委（調査結果の速報）  19－10．26 

中医協総会 （／／）  19．10．31  

平成2d年  7月  調査実施小委（調査結果の最終報告）  20．7．9  

中医協総会 （／／）  J／  

昭和63年11月21日   

中央社会保険医寂㌫議会   

全 員 慧 教 会  

当協鮎に紳ては、昭和42年以乗、医朗関における業舶の実錮  

明らかにすること等を目的として、3年にi臥医療近偏に関する調査を実施  

するこ七としてきたところであるが、近年における事務処理の迅道化の状況等  

にかんがみ、今後、2年に1回実施することが適当と考える。   

なお、次回の調査は、昭和64年に実施することが望ましい。  



第16回医療経済実態調査（医療機関等調査）要綱  カ 第5の層化は、全国の都道府県を次の9の地域に分類し、この区分によって   

行う。  

1．調査の目的  

病院、一般診療所及び歯科診療所並びに保険薬局における医業経営等の実態を明   

らかにし、社会保険診療報酬に関する基礎資料を整備することを目的とする。  

2．調査の内容  

病院、一般診療所及び歯科診療所並びに保険薬局について、施設の概要、収支の   

状況、資産及び負債、従事者の人員及び給与、設備投資の状況等の朗査を行う。  

3．調査の対象   

社会保険による診療・調剤を行っている全国の病院、一般診療所、歯科診療所及   

び1か月間の調剤報酬明細書の取扱件数が300件以上の保険薬局を対象とする。  

ただし、開設者が医育機関（特定機能病院及び歯科大学病院は除く）であるもの、   

特定人のために開設されている閉鎖的なもの、感染症病床のみを有する病院、結核   

療養所、原爆病院、自衛隊病院等の特殊な病院並びに刑務所、船内等に設置される   

一般診療所及び歯科診療所は除外する。  

また、歯科併設の一般診療所、臨床検査センター、夜間診療所、巡回診療所及び  

1か月間の診療時間が100時間未満であると推定された医療機関は調査対象か   

ら除外する。  

4．調査の客体及び抽出方法   

調査対象となる医療機関等から、それぞれ次の方法によって抽出した施設を調査   

客体とする。  

（1）病  院  

ア 層化無作為抽出法による。   

イ 第1の層化は、DPC対象病院の指定を受けている病院と指定を受けていない  

病院に分類し、この区分によって行う。   

り 第2の層化は、介護療養施設サービス事業を行っている病院と行っていない  

病院に分類し、この区分によって行う。   

ェ 第3の層化は、病床数が200床以上、200床未満に分類し、この区分に  

よって行う。   

オ▲「第4の層化は、院外処方の有無別に分類し、この区分によって行う。  

1  

都  道  府  県  

北海道  

青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島  

茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、  

新潟、山梨、長野  

岐阜、静岡、愛知、三重  

富山、石川、福井  

滋賀、京都、奈良、大阪、兵庫、和歌山  

鳥取、島根、岡山、広島、山口  

徳島、香川、愛媛、高知  

福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、 沖縄   

北 海 道  

東  北  

関   東  

東   海  

北  陸  

近  畿  

中  国  

四 国  

九  州  

キ 第6・の層化は、全国を国家公務員の地域手当における敵地区分の6区分とそ  

の他の地域に分類し、この区分によって行う。（殻地区分については別紙参照）   

ク 第7の層化は、一般病院（特定機能病院、歯科大学病院及び子ども病院を除  

く）、精神科病院（許可病床のすべてが精神病床であるもの）別に開設者（国立、  

公立、公的、医療法人、社会保険関係法人、その他法人、個人）ごとに分類し、  

この区分によって行う。   

ケ 抽出率は、特定機能病院、歯科大学病院及び子ども病院については1／1、  

その他については1／5とする。  

（2）一般診療所   

ア 層化無作為抽出法による。   

イ 第1の層化は、有床、無床の別に分類し、この区分によって行う。   

ク 第2の層化は、主たる診療科別に分類し、この区分によって行う。   

エ 第3の層化は、有床については介護療養施設サービス事業を行っている一般  

診療所と行っていない一般診療所に分類し、この区分によって行う。   

オ 第4の層化は、院外処方の有無別に分類し、この区分によって行う。   

カ 第5、第6の層化は、病院と同じ地域分類（第5、第6層化）によって行う。   

キ 抽出率は1／25とする。   



（別紙）  国家公務員の地域手当に係る級地区分  

抽地・ 支給地域  都道府県   市町村名等   

1根地  
r18％〕   

2級地  茨城県  取手市  
和光市  
成田市、印西市   

東京都  武蔵野市、町田市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、清瀬市、多摩市、稲城市、西東京市  
神奈川県  鎌倉市、厚木市  
大阪府  大阪市、守口市、門真市   兵庫県  芦屋市   

3級地  茨城県  つくば市   
〔12％〕  埼玉県  さいたま市、志木市   
（Z7市）  千葉県  船橋市、浦安市、袖ヶ浦市  

東京都  八王子市、立川市、府中市、昭島市、調布市、小平市、日野市  
神奈川県  横浜市．川崎市、海老名市  
愛知県  名古屋市、刈谷市、豊田市  
大阪府  吹田市、高槻市、寝屋川市、箕面市、高石市  
兵庫県  西宮市、宝塚市  

奈良県  天理市  4級地  茨城県  水戸市、土浦市、守谷市   
〔10％〕  埼玉県  狭山市、鶴ヶ島市   
（37市）  干葉県  千葉市、市川市、松戸市、古津市、四街道市  

東京都  三鷹市、青梅市、東村山市、あきる野市  
神奈川県  横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、相模原市、大和市  
愛知県  豊明市  
鈴鹿市   三重県  
滋賀県  大津市、草津市  
京都府  京都市  
大阪府  堺市、豊中市、池田市、枚方市、茨木市、八尾市、東大阪市  
兵庫県  ．神戸市、尼崎市  
奈良県  奈良市、大和郡山市  
広島県  広島市  
福岡県  福岡市   

5組地  宮城県  仙台市   
〔6％〕  茨城県  日立市、古河市、牛久市、ひたちなか市  
55市  栃木県  宇都宮市   
1町  埼玉県  川越市、川口市、行田市、所沢市、飯能市、加須市、東松山市、越谷市、戸田市、入㈲市、朝江市、三郷市  

千葉県  茂原市、佐倉市、柏市、市原市、白井市  
神奈川県  平塚市、秦野市、三浦郡葉山町  
山梨県  甲府市  
紳同県  隋同市、沼津市、御殿場市  
愛知県  瀬戸市、碧南市、西尾市、大府市、知多市  
三重県  津市、四日市市  
滋賀県  守山市  
宇治市、亀岡市、京田辺市   京都府  
大阪府  岸和田市、泉大津市、貞塚市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、和泉市、羽曳野市、摂津市、藤井寺市  
兵庫県  伊丹市、三田市  
奈良県  大和高田市．滝原市．生駒市   

6紐地  北海道  札幌市  
名取市、多賀城市  【3％〕  宮城県   
87市  茨城県  龍ヶ崎市、筑西市   
21町  栃木県  鹿沼市、小山市、大田原市  

群馬県  前橋市、高崎市、大田市  
埼玉県  

北飾郡栗橋町、北飾郡杉戸町、北飾郡庄和町  
干葉県   
東京都  武蔵村山市  
神奈川県  小田原市、三浦市  
富山市   富山県  
石Jl＝祭  金沢市  
福井県  福井市  
長野県  長野市、松本市、諏訪市  
岐阜県  岐阜市、大垣市、多治見市、美濃加茂市  
静岡県  浜松市、三島市、富士宮市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、袋井市  
愛知県  

東海市、知立市、愛西市、愛知郡長久手町、西春日井郡豊山町、海部郡弥富町、西加茂町三好町  
三重県   
滋賀県  彦根市、長浜市  
京都府  向日市、相楽郡木津町  
大阪府  柏原市、泉南市、四條畷市、交野市、脹甫市、最南部熊取町、泉南郡圧尻町、南河内都太子町  
兵庫県  姫路市、明石市、加古川市、三木市  
奈良県  桜井市、香芝市」生駒郡斑鳩町、北城郡王寺町  
和歌山県  和歌山市、橋本市  
岡山県  岡山市  
広島県  廿日市市、安芸郡海田町、安芸郡坂町  
山口県  周南市  
香川県  高松市  
福岡県  北九州市、筑紫野市、着日市、太宰府市、前原市、福津市、‘糟屋郡宇美町、糟邑郡柏里町  
長嶋県  長崎市  

（3）歯科診療所   

ア 層化無作為抽出法による。   

イ 第1の層化は、院外処方の有無別に分類し、この区分によって行う。   

ウ 第2、第3の層化は、病院と同じ地域分類（第5、第6層化）によって行う。   

ェ 第4の層化は、常勤の歯科医師数を、1人、2人以上の区分に分類しこの区  

分によって行う。   

オ 抽出率は1／ノ50とする。  

（4）保険薬局   

ア 層化無作為抽出法による。   

イ 第1、第2の層化は、病院と同じ地域分類（第5、第6層化）によって行う。   

り 第3の層化は、開設者（個人、法人）の別に分琴し、この区分によって行う0   

エ 抽出率は1／25とする。  

5．調査主体   

中央社会保険医療協議会  

6．調査の時期●   

平成19年6月の1月間について実施する。  

7．調査の事項   

調査票に掲げる事項とする。  

8．調査の方法  

（1）調査は、往復郵送方式により行う。  

（2）調査票の記入は、医療機関等管理者の自計申告の方法による。  

9．結果の公表   

調査の結果については、中央社会保険医療協議会の議を経て、速やかに公表する。  



第16回医療経済実態調査（医療機関等調査）の調査内容等  

1調査の客体及び抽出方法  

調査内容  

（1）基本データ  ◎：速報で使用 ○こ本報告で使用 ×：使用せず  

病 保  一般診療所  歯科診療所  保験薬局   

開設者（開設主体）  ◎   ◎   ◎   ◎   

現有の医業用（薬局用）建物の建築（改築）年月  〉く   〉く   ×   ×   

医薬用（薬局用）建物  保有形態   ○   ○   ○   0  

延べ面積   ×   X   ズ   ×   

病床の状況   許可病床数   ◎（※1）   ◎  

名介琵療罫聖医療 設分（介雉病 ×   ×  

⊇施床）  
稼働病床数   ○  

ど介酪療養型医療  ×  

！施設分（介桂病床）  

入院患者の鱒況  在院患者数   ○  

在院患者延べ数   ○   ○  

新入院患者数   （〕  

退碗患者数   ○  

外来診療等の状況  初診患者数   ○（※2）   ○   0  

再診患者延べ数   ○（※2）   ○   ○  

休診（休日）日数   ◎   ◎   ◎   ◎   

処方ゐ状況   慌外処方の回数   ◎   ◎   ◎  

院内処方の回数   ◎   ◎   ◎  
特定入院料の◆算定状況  
（回復期り／＼どリテーション病棟入院料）  
（小児入院医療管理料1又は2）  ◎  
（重患性期入院医療管理料  
（ハイケアユニット入院医療管理料）  

入院基本料の状況  
（⊥般病棟入院基本闘  ◎  
（特定機能病院入院基本料（一般病棟））  

承泣等の状況 地域医療支援病院の承毯   ◎  

臨床研修病暁の指定   ○  

主たる診療科目  ◎  

青色申告の有無  ×   ×   ×   

従事者の状況  〉く   〉く  ◎ く※3）   

ユニツ．ト致  ◎  

代表者又は聞役者  ×   

施設基準等の届出状況  ○   

代表者又は開披者の勤務状況  X   

営業の状況（実開局延べ時間）  0   

調剤基本料の隋凛区分  ○   

保険明剤の状況   明利鞘酬明細書の件数  ○  

処方せん枚数  ◎  

特定機能病鹿、歯科大  
学病院及びこども病院 
は1／1   

（※1）：結核病床、感染症病床、合】附ま○  

（※2）：医科・歯科別  

（※3）：青色専従者関係、無給の家族従事者関係は×   



（2）収支  ◎ 速報で使用 ○一本報告で使用 ×：使用せす  
（3）給料  ◎：速報で使用 ○：本報告で使用 ×：使用せず  

病院  一般診療所  歯科拶績所  保険薬局   
医薬収入   探検診療（調剤）収入  ◎（※4）  ◎（※4）  ◎   ◎  

公害（労災）等診療（調剤）収入  ◎（※4）  ◎（※4）  ◎   ◎  
その他の診療（薬局事業）収入  
（自費診療（調剤）等）  ◎（※4）  ◎（※4）  ◎   ◎  

特別の僚茎王貫境収入（特別室の特別料金）  ◎  
その他の医業収入（保健予防活動収入等）  ◎   ◎   ◎  
医業収入金富十  ◎   ◎   ◎   ◎   

介粗収入   施設サービス収入  ◎   ◎  
◎   ◎   ◎  居宅サービス収入    ◎  

：短期入所療養介謹分  ◎   ◎  
その他の介建収入  ◎   ◎   ◎   ◎  
介拉収入合計  ◎   ◎   ◎   ◎   

その他の収入  受取利息及び配当金  ◎  
その他の収入  ◎  
その他の収入合音十  ◎  

◎  医業・介護費用  
◎   ◎   ◎  （保険薬局は費用）   

医療消Ⅰ毛器具備品費  ◎  
◎  歯    ◎  

給食用材料費  ◎   ○  
◎   ◎   ◎  給与費    ◎  

青色専従者給与費  X   ×   ヽ  

◎  委託費    ◎  ◎  ◎  
○   ○  

モ賢  ○   〔）  

賃貸委託費（病衣除く）   ○  
重言モ貿  ○  

委託費  ○   ○   ○  
歯  黄   ○  （⊃  

医療事務委託資  ○   ○   ○   ○  

設捕関係斐    ◎  
◎   ◎   ◎   ◎  

却貴   ◎   ◎   ◎   ◎  
◎   ◎   ◎  」用）機器減価償却費  ◎  

○（※6）  ヨ   ○  
萄用）機器貢憎朋  ○  ○（※5〉  ○（※5）  ○（※6）  

○  ○（※5）  ○（※5）  ○（※6）  

建物賃借料  ○  ○（※5）  ○（※5）  ○（※6）  

◎  経 費（その他の経費）    ◎  
燃料費含む）  ○  ○  

○  
○  

租  ○  
寄  ○  
り子割引料  ◎  

その他の医業・介旺費用  ◎   ◎   ◎  
医業・介泣受用合計  ◎   ◎   ◎   ◎   
その他の費用  支払利息  ◎  

その他の費用  ◎  
特別損益   特別利益  ◎  

特別損失  ◎  
捕肋金・負担金等  人件貪捕助  ◎  

運営費補助  ◎  
設備費補助  ○  

病 院  一般診摺所  歯科診療所  保険薬局   

職種別・常勤・非常勤別  ◎（※7）  ◎（※8）  ◎（※8）  

医師   ◎（※7）  ◎（※8）  

（常）  歯科医師   ◎（※7）  ◎（※8）  ◎（※8）  

人員・給与t平均賞与支給績  ◎（※7）  ◎（※8）  

看ほ補助職員   ◎（※7）  ◎（※8）  

（非常勤）  医療技術員   ◎（※7）  ◎（※8）  

総労働時間・給料   歯科衛生士  ◎（※8）  

歯科技工士  ◎（※8）  

事務職眉   ◎（※7）  ◎（※8）  ◎（※8）  

技能労務員・労務員   ◎（※7）  ◎（※8）  

その他の戦員  ◎ 

役員   ◎（※7）  ◎（※8）  ◎（※8）  

合計   ◎   ◎   ◎   

常勤職負1人当たり1週間平均の所定労働時間  ◎   ◎   ◎   

賞与支給症  ◎   ◎   ◎   

退職給付受用  ◎   ◎   ◎   

法定福利費（事業主負担）  ◎   ◎   ◎   

給与費等の合計  ◎   ◎  ◎   

（※7）：非常勤職員給料は○  

（※8）ニ非常勤職員給料は×  

（4）資産・負債  

病 院  一般診療所  歯科診療所  保険薬局   

資産  流動黄塵   現金及び預金  ○   ○  

医業未収金（診療報酬に係るもの）  ○   ○  

有価蒼正券  ○   ○  

棚卸資産（医廃品）  ○   ○  

その他の流動資産  0   ○  

固定資産   有形固定資産  ○   ○   ○   0  

○   ○  

附属設備を含む）   ○   （⊃  

備品   ○   ○  

その他の有形固定資産   ○   ○ 

無形出走資産  ○   ○  

その他の固定資産  ○   ○  

繰延資産  ○   ○  

資産合計  ○   ○   ○   ○   

負債   ○  
流動負眉  買掛金 （医薬品・診療材料等に係るもの）  

○  

支払手形  ○   0  

短期借入金  ◎   ◎   ◎   ◎  

その他の流動負債  ○   ○  

盟定負債   長期憎入金  ◎   ◎   ◎   ◎  

その他の固定負債  ○   ○  

負債合計  ○  ○   0   ○  

（※4）：入院・外来別  

（※5）．「その他の医業・介建賀用」欄  

（※6）：ーその他の経費」欄  
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（5）設備投資  ◎‥速報で使用 ○：本報告で使用 X：使用せず  

病 鹿  一般診療所  歯科診療所  保険薬局   

土地  0．   ○   ○   ○   

建物（建物付属設備を含む）  ○   ○   ○   ○  

医療用（調剤用）器械備ロ  ○   ○   ○   ○  

ゝ   ○   ○   ○   0  

リース分（リ→ス期間中のリース料総磁）   ○   ○   ○   ○   

その他の有形固定資産  ○   ○   ○   ○  

○   ○   ○   ○  

リース分（リース期間中のり「ス料総鎖）   ○   ○   ○   ○   

合計  ○   ○   ○   ○   
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（6）租税公課、借入金等  

病 院  一般診療所  歯科診療所  保険薬局   

租税公課  ○   ○   ○  ○（※9）   

損害保険料  ○   ○   0  ○（※9）   

寄付金  ○   ○   ○  ○（※g）   

借入金（1年間に借り入れた韻）  ◎   ・◎   ◎   ◎  

長期借入金   ◎ ■   ◎  ◎   ◎   

借入返済金（1年廊の元本返済鑓〉  ◎   ◎ ．  ◎   ◎  

長期情人金   ◎   ∴ ◎   ◎   ◎   

支  払利息（1 ◎   ◎   ◎  ○（※10）   

所得税・法人税（給与の源泉徴収分は除く）  q   ○   ○   ○   

住民税（給与の源泉徴収分は鱒く）  （⊃   0  ○   ○・   

事業税  ○   ○   ○   ○   

通勤手当  ○   ○   ○   

福利厚生費  ○  

（※g）：「受用」欄  

（※10）一：「費用（利子割引料）」欄  

（7〉処方せん・医薬品の状況  

病 院  一般診療所  歯科診療所  一 保険薬局   

処方せん発行医療機関  処方せん発行医療機関赦  ○  

処方せん枚数  ○  

処方せん受付回数  ○   

処方せん枚数の最も多い1医療機関の処方せん枚数  ○   

処方せん受付回数の最も多い1医療機関の処方せん  
受イ寸回数  

d   

処方せん1枚当たり平均投与日蝕  ○   

処方せん1枚当たり平均医薬品数  ×   

調剤用備蓄医薬品品員数  ◎  

く薬価基準収載品目）  ◎  

後発医薬品品目奴   注射薬  ◎   

調剤用医薬品廃棄磁  ○  
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